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○木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付要綱 

令和４年３月１６日告示第５７号 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、木更津市景観計画（平成28年決定）に定める景観形成重点地区（以下「重

点地区」という。）における景観形成基準に適合し、良好な景観の形成及び魅力あるまちづく

りに寄与する景観づくりを行う者に対し、予算の範囲内で木更津市補助金等交付規則（昭和45

年木更津市規則第21号）及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。 

  （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる者とする。 

（１） 重点地区内の建築物又は土地の所有者若しくは重点地区内の建築物又は土地の所有者

と賃貸借契約を締結した使用者（以下「所有者等」という。） 

（２） 重点地区内の自治会 

（３） 重点地区内の商店会 

（４） 木更津市景観条例（平成27年木更津市条例第37号。以下「条例」という。）第23条の

規定により認定された景観まちづくり団体 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６

号に規定する暴力団員 

（２） 市税を滞納している者 

（補助対象行為） 

第３条 補助金の交付の対象となる行為（以下「補助対象行為」という。）は、別表に掲げ

るもので、重点地区における景観形成基準に適合するものとする。ただし、風俗営業等の

規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する風俗営業の用

に供するものを除く。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象行為としない。 

（１）過去にこの補助金の交付を受けたもの若しくは他の補助金の交付を受け行われた、又は行

われるもの。 

（２）条例の規定に違反しているもの。 
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（補助対象経費、補助率、限度額及び補助金の額） 

第４条 補助の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び限度額は、別表

に掲げるものとする。 

２ 補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額（千円未満切捨て）、又は限度額のい

ずれか少ない額とする。 

３ 複数の補助対象行為を同時に行う場合の補助金の総額の限度額は、第１項の規定にかかわら

ず120万円とする。 

（事前協議） 

第５条 第３条に定める補助対象行為のうち、建築物の新築・増築・改築等を行おうとする所有

者等（以下「事前協議者」という。）は、補助金の交付の申請をしようとする前に、木更津市

景観形成重点地区支援事業事前協議書（別記第１号様式）に、次に掲げる書類を添えて市長に

申請しなければならない。 

（１） 建築確認済証の写し 

（２） 位置図、平面図、立面図、屋根伏図その他補助対象行為の内容を表す図面 

（３） 工事等見積書の写し 

（４） 現況写真（状況がよく分かるもの。） 

（５） 建築物又は土地の所有者を証する書類 

（６） 建築物又は土地の使用者にあっては、建築物又は土地の所有者との賃貸借契約書の写

し及び承諾書 

（７） その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、事前協議の内容を審査し、適当と認めるときは、木更津市景観形成重点地区支援事

業事前協議通知書（別記第２号様式）により、事前協議者に通知するものとする。 

（補助金の交付の申請） 

第６条 補助金の交付を受けるようとする者（以下「申請者」という。）は、市長が別に定める

期間内に、木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付申請書（別記第３号様式）に、次に

掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、前条の規定による事前協議を行

った場合は、第１号から第５号までの書類の添付は要さない。 

（１） 位置図、平面図、立面図、屋根伏図その他補助対象行為の内容を表す図面 

（２） 工事等見積書の写し 
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（３） 現況写真（状況がよく分かるもの。） 

（４） 建築物又は土地の所有を証する書類 

（５） 建築物又は土地の使用者にあっては、建築物又は土地の所有者との賃貸借契約書の写

し及び承諾書 

（６） 市税の滞納がないことを証する書類 

（７） その他市長が必要と認める書類 

２ 申請者は、第３条第１項に定める補助対象行為のうち、気軽に行う景観づくり及びその他景

観形成に寄与すると市長が認めるものは、同条第２項第１号の規定にかかわらず、１年度に１

回まで申請することができる。 

（補助金の交付の決定） 

第７条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があった場合において、当該申請の内容

を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定をし、木更津市景観形成重点地区支援事

業補助金交付決定通知書（別記第４号様式）により、交付額その他必要な事項を、申請者に通

知するものとする。 

２ 市長は、補助金を交付しない旨の決定をしたときは、木更津市景観形成重点地区支援事業補

助金不交付決定通知書（別記第５号様式）により、補助金を交付しない決定をした者に通知す

るものとする。 

（内容の変更） 

第８条 補助金の交付の決定を通知された者（以下「交付決定者」という。）は、補助金の交付

の決定を受けた内容を変更しようとする場合は、速やかに市長に対し木更津市景観形成重点地

区支援事業補助金交付変更承認申請書（別記第６号様式）を提出し、その承認を受けなければ

ならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、内容を審査したうえ、その可否を決定するも

のとする。 

３ 市長は、補助金の交付の決定の通知をした内容の変更について、承認するときは木更津市景

観形成重点地区支援事業補助金交付変更承認通知書（別記第７号様式）を、承認しないときは

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付変更不承認通知書（別記第８号様式）を交付決

定者に通知するものとする。 

（補助対象行為の中止） 



4/18 

第９条 交付決定者が、補助金の交付の決定の通知を受けた補助対象行為を中止しようとすると

きは、遅滞なく市長に対し木更津市景観形成重点地区支援事業中止届（別記第９号様式）を提

出しなければならない。 

（実績報告） 

第10条 交付決定者は、補助対象行為の完了した日から起算して30日以内又は交付決定を受けた

日の属する年度の２月末日（閉庁日の場合はその後の最初の開庁日）のいずれか早い日までに、

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金実績報告書（別記第10号様式）に、次に掲げる書類

を添えて、市長に提出しなければならない。 

（１） 補助対象行為に要した経費の領収書の写し 

（２） 完成写真（実施した補助対象行為の内容が確認できるもの。） 

（３） その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第11条 市長は、前条の規定により提出された実績報告書の内容に不備がない場合は、補助金の

額を確定し木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付額確定通知書（別記第11号様式）によ

り、交付決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第12条 交付決定者が、補助対象行為が完了し補助金の交付を受けようとするときは、木更津市

景観形成重点地区支援事業補助金交付請求書（別記第12号様式）を市長に提出しなければなら

ない。 

（補助金の返還） 

第13条 市長は、交付決定者、又は補助金の交付を受けた者（以下「補助金交付者」という。）

が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一

部を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。 

（１） 第９条の規定による中止届を提出したとき。 

（２） 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（３） 補助対象経費以外に補助金を使用したとき。 

２ 市長は、第１項の規定にかかわらず、やむを得ない事情があると認めたときは、補助金

の返還を免除することができる。 

３ 市長は、第１項の規程により既に交付した補助金の全部又は一部を返還させようとする 
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ときは、木更津市景観形成重点地区支援事業補助金返還請求通知書（別記第13号様式）に

より、補助金交付者に対し通知するものとする。 

（補則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、令和４年６月１日から施行する。 

 

別表（第３条第１項、第４条第１項） 

補助対象行為 補助対象経費  補助率 限度額 

建築物の新築・増築・改

築等 

外壁、屋根等の工事に係る材料費及び

施工費又はプレハブ等の建築物の場合

は屋根、外壁等に相当する部分の材料

費及び施工費 

(当該工事に必要な仮設工事を含む。) 

１／２ 

以内 

１００万円 

建築物の修繕・模様替え

等 

外壁、屋根等の工事に係る材料費及び

施工費又はプレハブ等の建築物の場合

は屋根、外壁等に相当する部分の材料

費及び施工費 

(当該工事に必要な仮設工事を含む。) 

５０万円 

屋外建築設備等の配慮 

(道路等の公共空間から

見える部分) 

室外機、配管等を目立たないよう工夫

する工事に要する材料費及び施工費 

２０万円 

建築物以外の配慮 

(道路等の公共空間から

見える部分) 

自動販売機、駐車場等を目立たないよ

う工夫する工事に要する材料費及び施

工費 

門若しくは塀などの工事に要する材料

費及び施工費 

２０万円 

気軽に行う景観づくり 

(道路等の公共空間から

見える部分) 

賑わいづくりに資する物品の制作費又

は購入費 

１０万円 

その他景観形成に寄与す

ると市長が認めるもの 

市長が必要と認める費用。ただし、交

通費、食糧費等を除く。 

２０万円 
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別記 

 第１号様式（第５条第１項） 

木更津市景観形成重点地区支援事業事前協議書 

                                    年  月  日 

 木更津市長        様 

 

                        住 所 

                        氏 名            印   

                        連絡先 

法人又は団体にあっては、名称、事務所等 

の所在地及び代表者の氏名 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業について、下記のとおり関係書類を添えて協議します。 

記 

補助対象行為の場所 木更津市 

補助対象行為の内容 新築 ・ 増築 ・ 改築 

申請者の区分 
□建築物・土地所有者    □建築物・土地使用者 

□自治会   □商店会   □景観まちづくり団体 

着手予定年月     年   月 完了予定年月     年   月 

交付申請予定額   円   

関係書類  

□建築確認済証の写し 

□位置図、平面図、立面図、屋根伏図等の図面 

□工事等見積書の写し 

□現況写真 

□建築物及び土地の所有を証する書類 

□建築物及び土地の所有者との賃貸借契約書及び承諾書 

（建築物及び土地の使用者が提出する場合） 

□その他市長が必要と認める書類 

 （                           ） 

※ 補助対象行為の内容の欄は、建築物の新築、増築、改築について、該当するものに〇を付し

て下さい。 
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第２号様式（第５条第２項） 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業事前協議通知書 

 

                                    年  月  日 

 

          様 

 

                          木更津市長            

 

    年  月  日付けで申請のあった木更津市景観形成重点地区支援事業については、

下記のとおり協議が終了したので通知します。 

 

記 

１ 補助対象行為として協議した建築物の概要 

  ⑴ 補助対象行為の場所  木更津市 

 ⑵ 構造・規模        造  階建て、延べ面積          ㎡ 

  ⑶ 着手予定年月        年   月 

⑷ 完了予定年月        年   月 

   

 

 

 

 

 

 

※ 補助金の交付を申請するとき、申請書にこの通知書の写しを添付してください。 
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 第３号様式（第６条第１項） 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付申請書 

                                    年  月  日 

 木更津市長        様 

 

                        住 所 

                        氏 名            印    

                        連絡先 

法人又は団体にあっては、名称、事務所等 

の所在地及び代表者の氏名 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業による補助金の交付を受けたいので、下記のとおり関係書

類を添えて申請します。 

記 

補助対象行為の場所 木更津市 

補助対象行為の内容  

申請者の区分 
□建築物・土地所有者    □建築物・土地使用者 

□自治会   □商店会   □景観まちづくり団体 

着手予定年月     年   月 完了予定年月     年   月 

補助対象経費総額  円 （税込み） 

交付申請額  円   

関係書類  

□位置図、平面図、立面図、屋根伏図等の図面 

□工事等見積書の写し 

□現況写真 

□建築物及び土地の所有を証する書類 

□建築物及び土地の所有者との賃貸借契約書及び承諾書 

（建築物及び土地の使用者が提出する場合） 

□市税の滞納がないことの証明書 

□その他市長が必要と認める書類 

 （                           ） 
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 第４号様式（第７条第１項） 

木更津市指令第  号 

 

          様 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで交付の申請のあった木更津市景観形成重点地区支援事業による

補助金について、下記のとおり交付を決定したので通知します。 

 

記 

１ 補助対象行為の場所   木更津市 

 

２ 交付決定額                  円  

 

   

年   月   日 

       木更津市長          
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第５号様式（第７条第２項） 

木更津市指令第  号 

 

          様 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金不交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで交付の申請のあった木更津市景観形成重点地区支援事業による

補助金について、下記のとおり交付しないことを決定しましたので通知します。 

 

記 

 

交付しない理由 

 

 

年   月   日 

        木更津市長          

 

 

 

この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て３月以内に、市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経

過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、

木更津市を被告（訴訟において被告の木更津市を代表する者は市長となります。）として提起

することができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内で

あっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起する

ことができなくなります。）。ただし、前記の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁

決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起するこ

とができます。 
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 第６号様式（第８条第１項） 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付変更承認申請書 

                                    年  月  日 

 

 木更津市長       様 

                        住 所 

                        氏 名             印   

                        連絡先 

                        法人又は団体にあっては、名称、事務所等

の所在地及び代表者の氏名 

 

     年  月  日付け木更津市指令第   号をもって交付の決定の通知を受けた木更

津市景観形成重点地区支援事業による補助金について、下記のとおり交付の内容を変更したいの

で、関係書類を添えて申請します。 

記 

補助対象行為の場所  木更津市 

内容 

変更前 

 

 

 

変更後 

 

 

 

補助対象経費総額 

変更前                     円（税込） 

変更後                     円（税込） 

交付申請額 

変更前                     円 

変更後                     円 

工事予定期間 

変更前     年  月  日 から    年  月  日 

変更後     年  月  日 から    年  月  日 

添付書類 

□図面（変更後） 

□見積書（変更後） 

□その他（                   ） 

 

 



12/18 

 

第７号様式（第８条第３項）                            

   木更津市指令第  号 

 

          様 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付変更承認通知書 

 

     年  月  日付けで交付変更申請のあった木更津市景観形成重点地区支援事業によ

る補助金について、下記のとおり交付の内容の変更を承認したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象行為の場所   木更津市 

 

２ 変更承認後の内容 

 

３ 変更承認後の交付金額                     円 

 

４ その他 

 

 

     年  月  日 

 

                          木更津市長             
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 第８号様式（第８条第３項） 

                               木更津市指令第  号 

 

           様 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付変更不承認通知書 

 

     年  月  日付けで交付変更申請のあった木更津市景観形成重点地区支援事業によ

る補助金の交付の内容の変更について、下記のとおり承認しないので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象行為の場所   木更津市 

 

２ 交付変更申請の内容 

 

３ 変更を承認しない理由 

 

     年  月  日 

 

                           木更津市長            

 

この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、木

更津市を被告（訴訟において被告の木更津市を代表する者は、市長となります。）として提起する

ことができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなります。）。ただし、前記の審査請求をした場合には、その審査請求に対する決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 
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 第９号様式（第９条） 

木更津市景観形成重点地区支援事業中止届 

                                    年  月  日 

 

 木更津市長       様 

 

                        住 所 

                        氏 名             印   

                        連絡先 

                        法人又は団体にあっては、名称、事務所等

の所在地及び代表者の氏名 

 

     年  月  日付け木更津市指令第   号をもって交付の決定の通知を受けた木更

津市景観形成重点地区支援事業について、下記のとおり事業を中止したいので、関係書類を添え

て届け出ます。 

 

記 

 

１ 補助対象行為の場所   木更津市 

 

２ 中止をする理由 

 

３ 添付書類 

 ⑴ 交付決定通知書の写し 

 ⑵ その他市長が必要と認めるもの 
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 第１０号様式（第１０条） 

木更津市景観形成重点地区支援事業実績報告書 

                                    年  月  日 

 

 木更津市長       様 

 

                        住 所 

                        氏 名             印   

                        連絡先 

                        法人又は団体にあっては、名称、事務所等

の所在地及び代表者の氏名 

 

     年  月  日付け木更津市指令第   号をもって交付の決定の通知を受けた木更

津市景観形成重点地区支援事業が完了したので、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

補助対象行為の場所 木更津市 

補助対象経費総額                          円（税込） 

交付決定額                          円 

精算額                          円 

工事実施期間      年  月  日 から     年  月  日 

添付書類 

□補助対象行為に要した経費の領収書の写し 

□完成写真 

□その他市長が必要と認める書類 

 （                           ） 
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 第１１号様式（第１１条） 

木更津市達第  号 

 

          様 

 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付額確定通知書 

 

     年  月  日付けで実績報告のあった木更津市景観形成重点地区支援事業による補

助金について、下記のとおり交付額を確定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助対象行為の場所   木更津市 

 

２ 交付決定額                 円 

 

３ 交付確定額                 円 

 

 

     年  月  日 

 

                           木更津市長    
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 第１２号様式（第１２条） 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付請求書 

                                    年  月  日 

 

 木更津市長       様 

 

                        住 所 

                        氏 名             印   

                        連絡先 

                        法人又は団体にあっては、名称、事務所等

の所在地及び代表者の氏名 

 

     年  月  日付け木更津市達第  号をもって交付額の確定の通知のあった木更津

市景観形成重点地区支援事業補助金について、下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 交付請求額              円 

２ 振込指定口座 

金 融 機 関 名 

銀行 

金庫 

組合 

農協 

店名 

本店  

支店  

支所  

出張所 

預 金 種 別 普通・当座 

口 座 番 号  

フ リ ガ ナ  

口 座 名 義 人  
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第１３号様式（第１３条第３項） 

                                木更津市達第  号 

 

          様 

 

 

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金返還請求通知書 

 

     年  月  日付け木更津市達第  号をもって交付額を確定した木更津市景観形成

重点地区支援事業補助金について、下記のとおり返還するよう通知します。 

 

記 

 

１ 返還金額            円 

 

２ 返還期限      年  月  日 

 

３ 返還理由 

 

 

        年  月  日 

 

                           木更津市長            

 

この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して

３月以内に、市長に対して審査請求をすることができます（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して３月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する

と審査請求をすることができなくなります。）。 

処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、木

更津市を被告（訴訟において被告の木更津市を代表する者は、市長となります。）として提起する

ことができます（なお、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することがで

きなくなります。）。ただし、前記の審査請求をした場合には、その審査請求に対する決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができま

す。 


